
議題１

流山市地域公共交通活性化協議会委員名簿 令和５年5月１0日現在

要綱 組織名 部署名 役職  

学識経験者 日本大学
理工学部交通システム工学科
交通環境研究室

特任教授 藤井　敬宏

京成バス株式会社 営業部 部長 三浦　裕樹

東武バスセントラル株式会社 運輸統括部
取締役 運輸統括部
長

小林　弘昌

松戸新京成バス株式会社 営業部 取締役営業部長 中嶋　貞治

流鉄株式会社 鉄道部 次長 小谷野　勝成

東日本旅客鉄道株式会社
首都圏本部　企画総務部
経営戦略ユニット

チーフマネージャー 浅川　靖之

東武鉄道株式会社 鉄道事業本部　事業戦略部 課長 小瀧　正和

首都圏新都市鉄道株式会社 経営企画部 推進役 小原　慶太

一般社団法人千葉県バス協会 専務理事 成田　斉

一般社団法人千葉県タクシー協会 専務理事 高山　和征

流山地区タクシー運営委員会
(富士タクシー有限会社）

副会長 鈴木　政久

流山地区タクシー運営委員会
(流山タクシー有限会社）

細山　高史

流山地区タクシー運営委員会
(エミタスタクシー柏株式会社)

前田　浩至

運転者が組織する団体 東武バス労働組合 西柏分会 分会長 竹浪　一導

公募 郡司　幸乃

公募 米澤　政見

流山市身体障害者福祉会 会長 梅木　國彦

流山市老人クラブ連合会 会長 石幡 恒美

流山商工会議所
(京和ガス株式会社）

坂巻　智

流山市観光協会 志賀　進一

流山市社会福祉協議会 早川　仁

NPOながれやま子育てコミュニティ
なこっこ

理事 井田　明子

道路管理者 千葉県東葛飾土木事務所 調整課長 芦村　健爾

関東運輸局交通政策部
交通企画課

課長 松木　拓

関東運輸局千葉運輸支局 首席運輸企画専門官 髙橋　直人

千葉県 総合企画部交通計画課 企画調整班長 小松　直人

千葉県流山警察署 交通課 課長 寺本　真隆

部長 池田　輝昭

部長 梶　隆之

※本名簿はいただいた書面を基に作成しておりますので、部署名や役職について記載されていない場合がありますので、ご了承ください。

　また、敬称は省略させていただきます。

※塗りつぶしとなっている委員が、今回変更となった委員です。

土木部

まちづくり推進部

公共交通利用者（流山市民）

関係公共交通事業者、一般乗合旅客
自動車運送事業者その他の一般旅客
自動車運送事業者及びその組織する
団体

関係行政機関

流山市

地方運輸局長 国土交通省



１．パブリックコメント
（１）実施期間

（２）意見の件数、内訳

（３）主な意見と市の考え方案

２．アンケート調査
（１）実施期間

（２）調査方法

ＷＥＢまたは紙ベースで収集

（３）アンケート結果（抜粋）

　

３。今後のスケジュール

・運賃改定に反対である・・・運行を存続させるため、約１億の税金を投入している。運行継続基準を
収支率５０％に設定している。運行を継続するためには、運行経費の増大に見合った運賃収入を確
保することが必要。
・ルートの拡充を要望する・・・各公共交通機関は特性に応じた役割がある。ぐりーんバスの導入は、
「流山市地域公共交通計画」に定めた「流山ぐりーんバス導入ルール」に基づき検討する。

議題２

流山ぐりーんバス運賃改定（案）に係るパブリックコメント手続及び
アンケート調査の実施結果について

令和５年６月１９日(月)～令和５年７月１８日(火)　【３０日間】

意見者人数　３８人、総意見数　７８件

・運賃改定することに賛成・・・・・・・・・・・・・・・・　７件
・運賃改定することに反対・・・・・・・・・・・・・・ 　２３件
・初乗り運賃（案）に反対・・・・・・・・・・・・・・・・・　２件
・対距離区間制運賃（案）に賛成・・・・・・・・・・・　１件
・障害者及び妊婦の方の運賃（案）に反対・・・　２件
・高齢者割引を廃止すべき・・・・・・・・・・・・・・・　３件
・その他要望等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 ４０件

令和５年６月１９日(月)～令和５年７月１８日(火)　【３０日間】※パブリックコメントと同日

・令和５年８月下旬まで ・・・庁内調整
・令和５年８月下旬・・・・・・・市議会にパブリックコメントの結果報告
・令和５年８月下旬・・・・・・・運輸局への変更手続き等
・令和５年９月・・・・・・・・・・・周知期間
・令和５年１０月１日・・・・・・・運賃改定運用開始（予定）

賛成 どちらとも言えない 反対 回答数

・運賃改定することについて 59.5% 21.4% 19.1% 351

・運賃改定案（初乗り運賃）について 60.9% 16.4% 22.7% 353

・運賃改定案（対距離区間制運賃）について 54.4% 19.3% 26.3% 353

・運賃改定案（障害者及び妊婦の方の運賃）に
ついて

58.6% 23.8% 17.6% 353

利用し続ける 利用回数を減らす 利用しない 回答数

・運賃が変わっても利用し続けるか 70.3% 20.6% 9.0% 310



流山ぐりーんバス運賃改定（案）
概要版

 背景

本改定案に関するお問い合わせ先 ：
流山市 まちづくり推進部 まちづくり推進課

TEL ： ０４－７１５０－６０９０
FAX ： 04－７158－9777
MAIL：koutsu@city.nagareyama.chiba.jp

※１：区間距離が３．０キロメートル以上で、５００メートル毎に運賃（大人現金）が２０円上昇。

公
共
交
通
の
課
題

 運賃改定内容

改定前 改定後

（１）初乗り運賃（大人現金） １６０円 １８０円

（２）運賃制度
均一制運賃 対距離区間制運賃（※１）

（松ケ丘・野々下ルート除く） 【詳細は次頁に記載】

（３）障害者及び妊婦の方の運賃
大人現金８０円 対距離区間制運賃

小人現金４０円 の半額

－２－－１－

※

 運賃改定の考え方

（１）初乗り運賃
・市内民間路線バスの初乗り運賃を参考
・今後も、民間路線バスの運賃改定に合わせて段階的な値上げを検討
・運賃収入および収支率の増加が見込める運賃設定

（２）対距離区間制運賃
・市内民間路線バスの運賃を参考
・収支の改善を図る

（３）障害者および妊婦の方の運賃
・民間路線バスの割引制度を参考に半額

（４） ①高齢者割引 ②終点通過割引 ③乗り継ぎ券利用
①半額 ②終点を超えても１回分の運賃 ③100円引き （それぞれ改定せずに継続）

本改定案の詳細は、左のQRコードか、
市ホームページ「１００２１０３」で
検索してください。

区間距離

流山ぐりーんバス

改定後運賃

（参考）
民間路線バ
ス運賃（※2）

現金 ICカード 現金

3.0km未満 １８０円 １７８円 １７０円
～２２０円

3.0km以上
3.5km未満

２００円 １９９円 １８０円
～２２０円

3.5km以上
4.0km未満

２２０円 ２２０円 １８０円
～３１０円

4.0km以上
4.5km未満

２４０円 ２３１円 ２１０円
～３１０円

4.5km以上
5.0km未満

２６０円 ２５２円 ２１０円
～３１０円

5.0km以上
5.5km未満

２８０円 ２７３円 ２１０円
～３１０円

5.5km以上
6.0km未満

300円 294円 ２１０円
～３５０円

6.0km以上
6.5km未満

３２０円 ３１５円 ２７０円
～３９０円

6.5km以上
7.0km未満

３４０円 ３３６円 ２７０円
～３９０円

7.0km以上
7.5km未満

３６０円 ３５６円 ２７０円
～３９０円

7.5km以上
8.0km未満

３８０円 ３７７円 ３８０円
～４２０円

8.0km以上
8.5km未満

４００円 ３９８円 ３８０円
～４２０円

8.5km以上
9.0km未満

４２０円 ４１９円 ３９０円
～４２０円

9.0km以上 ４４０円 ４４０円 ３９０円
～４９０円

 運賃表（大人運賃）
小人（小学生）は大人運賃の半額（１円未満は切上げ）

※2：市内民間路線バス３社の任意の路線における
運賃の最小値～最大値を示している。

 市内公共交通を取り巻く環境は、少子高齢化に加え、コロナ禍以降は外出自粛や在宅勤務に
より利用者数が激減し、非常に深刻な状況にある

 さらに、人件費や燃料費の高騰による運行経費の増加が運営状況を一層厳しくしており、一
部路線バスでは運賃変更による収支改善を図っているものの、市内には存続の危機に陥って
いる路線が存在する

 一方、流山ぐりーんバスは、平成17年の運行開始以降、消費税改定によるものを除き、約17
年間、運賃を変更することなく運行を継続してきた

 しかし、流山ぐりーんバスの運行経費は、平成１７年度から令和５年度までに約４５％増加して
おり、今後も人件費や燃料費の高騰が見込まれていることから、運行継続には安定した収入
の確保が必要である

 また、流山ぐりーんバスへの税金投入率は、24％であった平成20年度を境に年々上昇し、令
和4年度は44％まで悪化、一部ルートでは半分以上を税金で補っていることから、運行を継
続することは困難な状況にある

 そこで、流山ぐりーんバスの収支改善を図るとともに、運賃水準の見直しにより市内公共交通
を持続可能なものとするため、流山ぐりーんバスの運賃を改定するものである

議題２ 資料１

ルート・区間 運賃
（上段は改定前）

江戸川台西ルート
「小田急ハイツ」

⇔「江戸川台駅西口」

１６０円
➡１８０円

江戸川台東ルート
「TBSやよい団地」

⇔「江戸川台駅東口」

１６０円
➡２００円

西初石ルート
「若葉台」

⇔「流山おおたかの
森駅西口」

１６０円
➡２００円

美田・駒木台ルート
「美田団地入口」

⇔「流山おおたかの
森駅西口」

１６０円
➡１８０円

松ケ丘・野々下ルート
「四季野公園入口」

⇔「豊四季駅南口」

１６０円
➡１８０円

松ケ丘・野々下ルート
「松ケ丘６丁目」

⇔「南柏駅西口」

１６０円
➡２２０円

南流山・木ルート
「木自治会館入口」

⇔「南流山駅南口」

１６０円
➡１８０円

 最も利用者の多いバス停から
最寄り駅までの運賃（大人現金）

循環路線（松ケ丘・野々下ルートを除く５ルート）
では、長い経路を乗車しても、最短経路の運賃を
採用。

運賃
180円

目的地

出発地
×〇採用

運賃
200円

 循環路線の運賃（大人現金）



2023/7/25

１．目的

２．制度概要
（１)路線バス

（２)タクシー

３．対象者（全てに該当する方）

４．助成額

５．利用可能期間

６．運用方法（路線バス）

利用者 流山市

①運転経歴証明書及び申請書を流
山市に提出する

②利用者にフリーパス助成券を
発行する

③高齢者対象のフリーパスの購入
時にフリーパス助成券を提出する

⑥助成合計額（値引額）を事業者
に支払う

➀路線バスフリーパス助成券　１０，８００円分
②タクシー助成券　 １０，８００円分（450円/枚×24枚）
③路線バスフリーパス助成券　５，４００円分　＋　タクシー助成券　 ５，４００円分（450円/枚×12枚）

高齢者運転免許証自主返納助成制度について（案）
高齢免許返納者サポート制度

運転免許証を自主返納した高齢者の生活の足を確保し、あわせて市内公共交通の利用促進及び交通事故
防止に寄与する

・民間バス事業者による高齢者対象の乗り放題券（以降「フリーパス」という。）の購入費を助成する。

・利用者（フリーパス購入者）に（仮称）フリーパス助成券を発行し、フリーパス購入時に助成券額を値引き
し販売する。（その場で値引き）

・（仮称）タクシー助成券を発行し、タクシー利用時に運賃から助成券額を値引きする。（その場で値引き）

・平成３０年１１月１日以降に運転経歴証明書を取得された方

・運転経歴証明書交付日において、７５才以上の方

・運転経歴証明書交付日及び申請日において、流山市に住んでいる方

・過去に本助成制度を利用したことのない方

  １人当たり１０，８００円で、以下の３パターンから利用者が選択する

・助成券発行日から１年経過する日（以降「利用期限」という。）までにフリーパスを購入又はタクシーを利
用

事業者

④助成券の額を値引きした額で
フリーパスを販売する

⑤月末締めで、購入者から受領し
たフリーパス助成券を流山市に提
出する

議題３



７．その他詳細事項（路線バス）

８．フリーパス購入場所（路線バス）

１）京成バス

　・松戸営業所　・松戸駅西口

２）松戸新京成バス

　・小金原案内所　・松戸駅東口

３）東武バスセントラル

 ・柏駅　・南柏駅　・三郷駅　・北千住駅　・その他

９．懸念点とその対応等（路線バス）

・市外でも利用可能 ・市外での利用は問題ない

②フリーパス助成券発行時に利用者の氏名及び利用期限を明記する。→購入時に年齢確認書類の提示が
必要なため、利用者本人であることが確認できる。利用可能期限の確認ができる。

懸念点 対応・考え方

・事業者によって販売価格が異なる ・１人当たりの助成上限額を設ける

・対象者ではあるが、本制度を申請せずに、購入した
場合

・今回の購入は助成制度対象にはならないが、次
回購入のために申請をしてもらうよう伝える（申
請期限・利用期限あり）
・警察署、免許センターに本制度の周知に協力を
いただく

・助成制度によるパス購入者のバス利用回数が把握で
きない

・助成制度によるパス購入者の人数把握で十分で
ある

・市内に販売所が無い
・京成バスは出張販売が可能である
・松戸新京成バスは欄外に記載（※１）（※２）
・東武バスは市内に販売所設置を検討する

・各社のフリーパス制度の廃止について
・通常の定期券の購入代にも利用可能とすること
で対応可能（改廃・追加に対応可能な制度である）

・京成グループのフリーパスは販売期間が決まってい
る

・各社の販売ルールに沿って、購入してもらう

・払い戻しの際の返金額について
・助成額は考慮せず、各社の規定に基づいた金額
を返金する
・免許返納の促進には寄与している

※１：フリーパスの種類によって、紙ベースのものと、IC付与のものがある。紙ベースのものであれば、出
張販売は可能であるが、IC付与のものは出張販売不可。

※２：出張販売は京成グループとして実施してもらうのが現実的



１０．運用方法（タクシー）

利用者 流山市

①運転経歴証明書及び申請書を流
山市に提出する

②利用者にタクシー助成券を発
行する

【タクシー利用時】
③支払いの際、身分証明書の提示
し、タクシー助成券（１枚まで）を運
転手に渡す

⑥助成合計額（値引額）を事業者
に支払う

１１その他詳細事項（タクシー）

１２．利用可能タクシー事業者

市内鉄道駅に配車しているタクシー事業者（マタニティタクシー利用助成制度と同じ）

②タクシー助成券発行時に利用者の氏名及び利用期限を明記する。

事業者

④助成券の額を値引きした額を
利用者に請求する

⑤月末締めで、利用者から受領し
たタクシー助成券を流山市に提出
する

③１回の乗車につき、１枚までの利用とする。

④-１領収書は、可能であれば本制度による値引き後の料金で発行する。

④-２本助成制度以外の割引制度との併用について
　併用可・・・「千葉県タクシー協会の障害者割引（※１）」「新型コロナワクチン接種のためのタクシー料金の
助成（※２）」
　併用不可・・・「流山市福祉タクシー（※３）」（→・福祉タクシーが他の割引券との併用を考慮していない。・
数多く公共交通を利用してもらいたい。）

※１：千葉県タクシー協会の障害者割引・・・身体障害者手帳等を提示した場合、１０％値引き。（その場で値
引き）

※２：新型コロナワクチン接種のためのタクシー料金の助成・・・領収書を基に利用者が後精算するもの。

※３：流山市福祉タクシー・・・タクシー券を提示した場合、９０％値引き（最大７２０円）。（その場で値引き）

（１）　流山タクシー有限会社
（２）　富士タクシー有限会社
（３）　有限会社新登交通
（４）　ＡＲＭ　ＴＡＸＩ株式会社
（５）　エミタスタクシー柏株式会社
（６）　京成タクシーあたご株式会社
（７）　丸川タクシー有限会社
（８）　山口タクシー
（９）　湯原タクシー
※上記事業者に配車依頼があった場合で、グループ会社内の別事業者が配車された場合を含む



１３．懸念点とその対応等（タクシー）

・利用可能タクシーが限定されている
・限定することは、メインの目的に沿っている
・助成券の裏面に利用可能タクシー事業者名を記
載する

懸念点 対応・考え方

・流山市福祉タクシーとの混在
・助成券の色を変えることで対応
・併用不可とする



議題 4 

公共交通の維持（民間事業者への補助）について 
       

１． 背景 

 新型コロナウイルス感染症や世界的な物価高騰の影響を受け、市内において

もバス路線の維持ができない路線がでてきている。 

今回、京成バス株式会社から令和５年６月６日に流０１・流０２路線について

令和５年１２月末をもって廃止したい旨の報告があった。 

 地域公共交通計画（p24）において市内基幹的路線の減便や廃止、市内準基幹

的路線・地域間路線の廃止がある場合は、サービス・維持確保の検討対象となっ

ていることから、流山市地域公共交通活性化協議会（以下「活性化協議会」とい

う）にて、民間でのサービス維持の可否、市による必要な支援策の検討等を活性

化協議会で進めることとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．補助の目的 

本フローに則り、今後、流０１・流０２路線の廃止に伴う、新たな公共交通検

討地域（議題４資料参照）の公共交通導入を検討することとなり、協議に時間を

要する。 

そのため、廃線予定日から１年または、活性化協議会にて代替手段等が運行さ

れるまでの期間の運行経費赤字分について補助することとし、廃線となる地域

の足を最低限確保することとしたい。 

 

 

 

 

 

検討フロー 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

サービス維持・確保の検討基準 

条件 以下のいずれかに該当するサービス継続の検討に関すること 
・市内基幹的路線の減便や廃止 
・市内準基幹的路線、地域間路線の廃止 
・市内準基幹的路線の片道 30本以上/日※のサービス水準の確保のための増便 

事業者
の責務 

・市内基幹的路線の減便や廃止、市内準基幹的路線及び地域間路線の廃止やサ
ービス水準の確保の可能性が高まった場合には、速やかに活性化協議会に報告
すること 
・事業者独自に需要喚起や経費節減に関する取組を積極的に行うこと 
・活性化協議会における協議及び活性化協議会が実施する公共交通施策に積極
的に協力すること 

市の 
責務 

市内基幹的路線、市内準基幹的路線、地域間路線の維持・確保に向けた必要な支
援策を実施すること 

 

 

民間事業者による 
バス路線のサービス 
維持・確保が困難と 
なった旨の報告 

・対象路線の確認 

活性化協議会で協議 

・民間でのサービス維持の可否 

・市による必要な支援策の検討 

民間事業者による 
サービスの提供 

路線廃止を踏まえた公共交通
検討地域の該当の有無を検証 

民間交通事業者 
による新規サービス 
提供フローへ（P.２5） 

可能 

不可能 

公共交通検討
地域に該当 



議題 4 

３．補助内容      

①路線の廃止予定日から１年間 

②活性化協議会にて代替手段等が検討され、運行開始されるまでの期間 

① か②のどちらか短い期間の赤字額を補助する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 補助の条件等 

① 流山市地域公共交通計画に定める基幹的路線、準基幹的路線、地域間路線で

あること。 

② 赤字路線であること。 

③ 活性化協議会にて廃線予定が報告されていること。 

④ 地域間路線は市内を運行する割合を算出し、市内運行分の赤字を補填する。

（地域間路線の場合は他自治体の支援も考えられる） 

⑤ 補助の回数は１路線につき１回までとする。 

⑥ 事業者独自に需要喚起や経費節減に関する取り組みを行ってきたこと。 

→これまでの減便等 

（ア）令和３年３月１６日に日中便の減便 

    流０１・・・２７便→１０便 流０２・・・３１便→１１便 

（イ）令和５年１月１６日に土休日の運行を終了 

流０１・・・１０便→０便  流０２・・・１１便→０便 

民間バス事
業者から市
へ路線廃止
の申し出 
 

活性化
協議会
で協議 

 

廃線の６か月前まで申し出していること 

廃線予定日 

 

赤字補助期間 

（最長１年間） 

代替交通の運行
開始 
 

代替手段等の検討 

①  ②  ③  ④  
⑤  

（補助等スケジュール） 



議題４ 資料 

 
 流０１・０２が廃線した場合の公共交通検討地域の変化 

結果：流０１・０２の廃止に伴い、西初石、東初石の一部において、

新たに公共交通検討地域が現れることが分かった 



議題５ 

地域組織の立ち上げがあった地域の公共交通の検討について 

 

１． 真和団地の公共交通の検討について 

令和５年度第１回協議会にて、「真和自治会にぐりーんバスを通す会」の代

表から真和団地に公共交通の導入の検討について話があったところであるが、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて中止していた江陽台病院の病院バ

スが再開し、高齢者移動支援バスとして利用できるようになったことから、真

和団地の公共交通について継続的に検討をするものの早急の検討事項ではな

くなった。 

※新型コロナウイルス感染症等の流行を受けて、再度病院バスが休止される 

 ことが懸念される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(参考)江陽台病院バス経路

図 



議題５ 

２． 八木南団地地域組織の立ち上げについて 

令和５年６月２６日に新たに八木南団地自治会地域公共交通検討委員会が

地域組織として立ち上げされた。 

公共交通検討地域（計画書 P4参照）に該当のため、活性化協議会で協議へ 

検討フロー 

 
 
 
 

 
 
 
 

八木南団地の地域公共交通導入検討理由 

・流山市の中でも交通の利便性が悪い 

・路線バスのダイヤが改正され、経路の廃止、減便が発生した（東武バス） 

→（柏０６）令和５年３月２７日 ６１便→１６便 

・柏駅に向かう路線のみで、流山市内に向かう足がない 

・これまで自家用車を使用した運送サービス（ふたば）があったが、運転手が

高齢のため、運送サービスを中止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木南団地 

事前準備 活性化協議会で協議 

・地域組織の立ち上げ 
・検討基準の確認 

民間でのサービス提
供の可否 

需要規模からみたバス
での対応の可否 

民間事業者による 
サービスの提供 

流山ぐりーんバス導入の検討
フローへ（p.26） 

代替手段導入の検討フローへ 

(P.32) 

可能 

不
可
能 

可能 

不可能 



議題５ 

３． 八木南団地デマンドタクシーの検討について 

① 地域が要望している公共交通→デマンドタクシーを要望 

世 帯 数：約２７０世帯（令和４年度） 

主な目的：高齢者の足の確保 

目 的 地：病院、駅 

② 運行スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 八木南団地自治会地域公共交通検討委員会から 

議題５資料１ 八木南団地自治会調査 移動支援手段の説明 

 

５． 今後のスケジュール 

代替手段の導入検討フロー（計画書 P32）に沿って協議を進めていき、第３

回活性化協議会で導入計画案を提出・協議予定としたい。 

市

八木南団地タクシー会社

運行赤字の

補填 運行経費と運

賃収入の差額

を請求 

運行サービス

の提供 

最低利用者数

の担保 

運賃の支払い 

デマンドタ

クシー制度

の提供 



議題５ 資料１ 

八木南団地自治会調査 移動支援手段について（６月） 

項目（移動の目的） 手段として 
８０歳以上 

対象者２２名 
６月２０日実施 

７５歳以上 

対象者１５名 
６月２７日実施 

ア 買い物に行く時 マイカー 

バス 

タクシー 

徒歩 

その他自転車など 

  １ 

  １ 

  ０ 

  ６ 

自転車３ 

身内運転車８ 

  ７ 

  ４ 

  ０ 

  ３ 

自転車１ 

身内運転車５ 

イ 病院に行く時 マイカー 

バス 

タクシー 

徒歩 

その他自転車など 

  ２ 

１ バス停遠 

４（内１名ふたば TX） 

  ３ 

自転車３ 

身内運転車９ 

  ５ 

  ３ 

  ０ 

  １ 

自転車１ 

身内運転車６ 

ウ その他外出の時 

 （旅行や親戚、友達

の家に行く） 

マイカー 

バス 

タクシー 

徒歩 

その他自転車など 

  １ 

  １ 

  ０ 

  ４ 

  ０ 

  ３ 

  ４ 

  ０ 

  １ 

自転車０ 

身内運転車７ 

エ 移動手段として

交通機関があれ

ば利用したいか 

したい 

 

どちらともい

えない 

１６ 

（約７３％） 

 

  ６ 

１５ 

（１００％） 
 

 

  ０ 



議題５ 資料１ 

 

タクシーベースによる移動支援手段を利用したモデル地区推進について（考察） 

一般的に高齢者（特に８０歳以上は昔の考え方を保持）にとってタクシーは高価

な乗り物、贅沢な乗り物というイメージが強い？また、料金が高く現状の年金生活

では生活が厳しいと感じている高齢者が多いと思われる。そこでタクシーの利便性

及び利用料金が高齢者の収入を考慮した上での生活水準に合っていれば積極的に利

用すると考えられるであろう。（条件の一致） 

今の時代はタクシーが携帯で呼べるし（タクシーGO の時代テレビ CM より）と

ても身近な乗り物になっていることや今回のケースでは運賃料金も手ごろであるこ

とが高齢者に理解できれば目的が達成されることが予想される。そのために高齢者

に利便性と運賃料金体制を中心に広く深く啓発していくことが必要である。特に運

賃料金の割引については推進にあたって重要なポイントになるので強調したいとこ

ろである。（啓発の重要性） 

この地区は数年前に陸の孤島と呼ばれていたため移動の足（手段）として車が必

需であったため保有している家庭が多い。そのためか身内の誰かが居れば目的地ま

で運転して連れて行ってくれるので切羽詰まった感はない。主に対象になるのは、

平日で若者が仕事をしている時間帯の高齢者の移動や一人暮らしのケースである。

また免許を返納した（近々返納予定）人や身体にハンデを持った人の病院や買い物

等の移動手段である。タクシーなら家の前まで来てくれるのでとても便利で都合が

よいと強く思われる。    

（現状の認識） 



議題５ 資料１ 

 

 

それにしても７５歳以上の人が１００％利用したいという反応には驚かされた。 

８０歳以上のグループに比べると元気があっていい。まだまだ人生を謳歌したいと

いう気持ちが伝わってくる。 

（ただし本当に身体が健康で経済的にゆとりがあるのなら……の話である） 

 

まあ、やってみないと分からないがやらなければ前進なし。やってみて課題が見

つかればそれに向けて解消できるように働きかけをしていくしかないと思われる。 

                               （結論） 

 

表の数字通り会員のみんなが利用してくれれば問題なしだがそれについてはどう

なることか分かりません。（正直、不安もある） 

グリーンバスの場合は時刻表があってバスの運行が決まっていたので、そのバス

に乗らなければ収支率が下がり廃止になることは明白であった。しかしタクシーの

場合は時刻表がない。一日の乗車台数？一週間の乗車台数なのか収支率の基準が分

からないので何とも言えない。それとも走行距離？運賃？疑問である。 

また、利用する人によって目的が異なるので利用する時間帯が絞れないこともあ

り不安は残る。 

 

 

 

 

 

 

 



議題５ 資料１ 

 

《調査に参加していないその他の高齢者との会話より》 

・6/27（火）６班 高齢者夫婦 共に８７歳 歩行にハンデあり 

      今は一般のタクシーを呼んで病院まで通っている。以前に利用して 

いた車の移動手段は料金が高いので現在使っていない。 

・6/28（水）３班 高齢者夫婦 ７０代後半 寿会所属 

      最近では、家に車はあるが自分で運転して外出することはほとんど 

しなくなった。病院や買い物は車の移動手段を利用していたが料金 

が高いので今はやめた。公共の移動支援手段があれば利用したい。 

・6/29（木）５班 高齢者女性 一人暮らし 

      今年３月に主人が亡くなった。 

      買い物には東武バスを利用して柏まで行っているが、バスの運行経 

路が変更になったため利用できるバス停までが遠く、しかも途中の 

道にガードレールがなく危ないので困っている。 

他に移動手段があれば利用したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まちづくり推進課 交通計画推進室
TEL：04-7150-6090
FAX：04-7158-9777
Mail：koutsu@city.nagareyama.chiba.jp

流山市
マタニティタクシー
利用助成制度について

※この制度は、妊産婦さんの移動に関する不安を軽減するほか、市内公共交通の利用を
促進するために、タクシー運賃の一部を助成するものです。

議題６



ご利用いただけるタクシー事業者
・（カッコ）内は、各社が主に待機している鉄道駅

・【カギカッコ】内は、上に記載の事業者に配車依頼をした場合に限る

〇助成金額：料金の実支出額分（実費分）を助成します。
※ただし、タクシー利用１回あたりの助成上限は２，０００円です。
また、１回の妊娠につき２０，０００円を上限とします。

助成金額について

〇健診などのためにタクシーを利用する際に、運転手から領収書（※レシートでも可）
を受け取ってください。
※アプリなどで配車した場合は、「領収画面」及び「利用したタクシー会社のわかる

画面」のスクリーンショットなどでも可

〇申請方法の詳細などは、流山市ホームページをご覧ください。
※右のＱＲコードからもアクセス可能です。

 申請書（第１号様式）※流山市のホームページから印刷してください。

 申請者の氏名と母子健康手帳の交付日がわかるもの（母子健康手帳の表紙など）
 タクシーを利用した健診日や受診日・退院日がわかるもの
（母子健康手帳の「妊娠の経過」や「退院時の記録」のページや、病院の領収書など）

 タクシーの利用日及び運賃がわかる書類の写し（タクシーの領収書など）

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1002088/1002101/1040158/1040167.html

〇以下の書類をまちづくり推進課までご提出ください。

〇申請できる期間は、母子手帳の交付後１年間です。
※申請期間内であれば、複数回に分けての申請も可能です。

利用の方法について

流山タクシー ☎04-7158-3141
エミタスタクシー柏・
【飛鳥交通千葉柏営業所】

☎0120-328-840

（南流山・流山・流山セントラルパーク・
流山おおたかの森・初石・江戸川台）

（初石・流山おおたかの森・南柏）

富士タクシー ☎04-7143-6935 京成タクシーあたご ☎04-7122-2107
（流山おおたかの森・豊四季） 【京成タクシー東葛・京成タクシー松戸西】

（江戸川台）

新登交通 ☎04-7157-3220 丸川タクシー ☎04-7129-4007
（南流山・流山・流山セントラルパーク・
流山おおたかの森・江戸川台）

（運河）

ARM TAXI ☎04-7157-3177 個人タクシー

（南流山・流山・流山セントラルパーク・
流山おおたかの森・江戸川台）

山口タクシー ☎080-6760-8229

湯原タクシー ☎090-3404-0253

事業の概要について

〇令和５年４月１日から、流山市に住民票がある妊産婦さんが健診や通院、出産に伴う
入退院のために利用したタクシー料金（迎車料金などを含む）の一部を助成します。

〇助成対象のタクシー事業者は、本パンフレット下部に記載のある事業者に限ります。

〇助成の対象となるのは、母子健康手帳を受け取った日から出産後の退院時までの間に
利用したタクシー料金です。（令和５年４月１日以降に利用したものに限ります。）

＜問い合わせ先＞まちづくり推進課 Tel:04-7150-6090



議題７ 

 

令和４年度流山ぐりーんバス事業報告及び 

美田・駒木台ルートについて 
 

１． 令和４年度利用状況・収支率等 

 

２． 流山ぐりーんバスの継続・変更・廃止検討フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルート名 利用者数(人) 

(対前年度比) 

運行経費

(円) 

運賃収入等

(円) 

収支率(％) 

(対前年度比) 

江戸川台西 130,375 

(+8,350) 
24,207,000 17,786,143 73.5 

(+14.1ポイント) 

江戸川台東 126,337 

(+18,519) 
26,585,000 16,056,861 60.4 

(+8.3ポイント) 

西初石 111,743

（+4,205） 
30,004,000 14,195,738 47.3 

(+0.8ポイント) 

美田・駒木台 101,486

（+17,058） 
27,812,000 12,913,470 46.4 

(+7.0ポイント) 

松ケ丘・野々下 260,157

（+30,292） 
72,958,000 41,451,441 56.8 

(+9.0ポイント) 

南流山・木 102,512

（+9,750） 
24,971,000 14,039,927 56.2 

(+13.0ポイント) 

全ルート 832,610

（+88,174） 
206,537,000 116,443,580 56.4 

(+8.4ポイント) 

流山ぐりーんバスの継続・変更・廃止検討フロー 

初年度目 ２年度目 ３年度目 ４年度目 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

 
 

 

・・・収支率の確認 ※毎年度、中間評価として、４月から９月までの収支率を確認 
  最終評価として、４月から３月までの収支率を確認 

収支率 
５０％以上 
が見込め
る変更運
行計画案
を作成し、
活性化協
議会にお
いて協議 

Ａ 
収支率が

55％ 
以上 

同サービ
スで継続
※ 

Ｂ 
収支率が

50％ 
以上
55％ 
未満 

需要 
確保策
を検討 
・実施 

55％以上 

55％未満 

５０％以上 

50％未満 

同サービスで
継続※ 

「見直しルー
ル」に基づき 
収支率改善を
検討（P.28） 

Ｃ のフローへ 

Ｃ 
収支率が
50％未満 

承認 

不承認 

運行計画を 
変更し、運行開始 

廃止 
代替手段の 
検討へ（P.32） 

55％以上 

55％未満 
５０％以上 

50％未満 

同サー
ビスで
継続※ 

Ｂ のフ
ローへ 

廃止 
代替手
段の検
討へ 
（P.32） 



議題７ 

 

（Ａ）収支率５５％以上のルート 

江戸川台東ルート、江戸川台西ルート、松ケ丘・野々下ルート、 

南流山・木ルート→同サービスで運行継続 

 

（Ｂ）収支率５０％以上５５％未満のルート→該当なし 

 

（Ｃ）収支率５０％以下のルート 

→西初石ルート 

令和５年４月１日にルート変更。同サービスで運行を注視し、９月３０日ま

での収支率を中間報告する。令和５年６月３０日現在収支率４９.５％ 

 →美田・駒木台ルート 

収支率５０％以上が見込めるルートの変更計画案を作成し協議。令和５年６

月３０日現在収支率４５.１％ 

 

３． 美田・駒木台ルートの運行計画の変更について 

① 美田・駒木台ルートの収支率改善に向けての課題 

（ア）流山おおたかの森駅付近の交通渋滞等により、定時性が確保できて

いない（令和４年度運休８便、市民からの遅延に係る問い合わせ、

地域自治会から定時性確保の要望あり） 

（イ）運行距離が長いため、４０分で１便の運行となっており、他ルート

と比べて１日の運行便数が少ない（２３便）。 

 

② 収支を確保するための見直しするべきこと 

→流山ぐりーんバス見直し基準の項目から以下について検討したい 

（ア）バス停留所の変更 

→停留所の削減 

（イ）ルートの変更 

→流山おおたかの森駅東口からの発着 

（ウ）サービス水準の変更（運賃・運行本数・運行時間帯・運行日等） 

→時間帯によりルートを短縮し運行便数を増加 

運行ダイヤを変更し、運行経費を削減（早朝、夜の便の廃止） 

    

③ 今後のスケジュール 

今後の活性化協議会、運行事業者、地元自治会等などで協議し、第３回活性

化協議会でルート（案）を示す。 



令和５年７月２５日現在

施策番号・施策名 令和４年度実施事業 令和５年度実施事業（予定）

施策番号１

「流山おでかけシステム」の
ブランディング

施策番号２－１

バス運賃制度の一元化

施策番号２－２

公共交通サービスの向上

施策番号２－３

施策番号３

施策番号４

施策番号５

〇運転免許証自主返納制度
　・第３回会議から協議会で検討を開始
　・運転士の負担とならない制度設計を目指し、検討

①障害者、高齢者、子育て世代に対する移動支援策の周知・拡充
　〇マタニティタクシー利用料金助成制度
　・４月１日から制度開始済み
　・制度周知のため、名刺サイズの案内を作成し、タクシー車内や産婦人科のある病院へ配架を依頼。また、ＳＮＳ（ＬＩＮ
Ｅ）による案内を実施（済み）。
　・アンケート開始。１０件中８件が「本制度があったからタクシーを利用した」と回答（Ｒ５．７．２０時点）。
　〇運転免許証自主返納制度
　・制度の詳細について協議（令和５年１１月１日運用開始を目指す）
②公共交通の利用のしやすさ・分かりやすさ・安全性の改善
　〇流山ぐりーんバスの危険や使いにくいバス停の改善
　・令和４年度に調査し、令和５年４月に松ケ丘・野々下ルートの東部診療所前バス停の移設を実施済み。

「流山おでかけシステム」の
ユニバーサルデザイン化

〇マタニティタクシー利用料金助成制度
　・第４回会議で協議、議決済
　　→令和５年度４月から助成制度開始済み

流山市地域公共交通活性化協議会　実施事業

〇公共交通マップの配布・公表（完了済）
　・作成及び印刷：５月に完了
　・全戸配布　　：７月に完了

　※マップについては新規転入世帯分を除き全て配布済

①公共交通の利用状況・運行状況・取り組む状況の見える化
　〇公共交通マップの修正・公表
　・令和４年中のルート変更などを反映した修正版を作成
　　→流山ぐりーんバスの運賃改定後に予定
②公共交通の魅せる化・モビリティマネジメントの実施
　〇公共交通ポータルサイトの作成
　・各交通事業者のＨＰにアクセスできるポータルサイトを作成
　・運休情報などの情報発信に関する調整（流山市公式ＬＩＮＥなどを活用）

〇流山ぐりーんバス　運賃改定の検討
　・運賃改定に向けて協議中
　　→民間バス事業者協力のもと、運賃案を検討

①流山ぐりーんバスの運賃の見直し
　〇流山ぐりーんバス　運賃改定
　・運賃案に関する協議
　・アンケート調査やパブリックコメントなどによる市民からの意見募集完了。意見に関する「市の考え」の検討及び運賃改定
内容の協議会案確定に向けた協議。
②公共交通運賃の定額制度（サブスクリプション）の導入
　・①の運賃改定後に実施について検討

〇バス路線のサービス維持・確保のための支援策検討
　・「流山市内バス路線の利便性向上業務委託」
　　→近隣市の事例調査や各事例の効果検証などを実施

①サービス水準の維持確保
　〇バス路線のサービス維持・確保のための支援策検討
　・調査結果などを元にした施策検討
　□京成バスの流０１・０２路線の廃止申し入れに対する対応検討
　※各交通事業者において、路線維持が困難となりうる事象が発生した場合、速やかに協議会事務局まで御報告いただきますよ
うお願いいたします。
②事業者間におけるサービス内容の協議・調整
　・①を含め調整

〇流山ぐりーんバス　ルート変更
　　西初石ルート
　・第４回会議で協議、議決済
　・令和５年４月より運行開始済み

①公共交通の提供ルールの運用
　・ルールに則り運用中
　〇平方地区へのサービス導入の検討
②流山ぐりーんバスの導入・継続・変更・廃止に関するルールの運用
　〇流山ぐりーんバス　ルート変更
　□美田・駒木台ルート
　・収支改善に関する検討（令和４年度収支率４６．４％）
　・道路混雑への対応
　　→ルート変更や運行効率化について、関係者と検討中
　□南流山・木ルート
　・民間事業者との経路重複に関する検討
　・令和３年に実施したルート変更（一部時間帯での延伸）の効果検証
③代替手段導入ルール運用
〇東部地区の交通課題に関する地元協議
　・地元協議を継続

公共交通の見直しルールの
設定と運用

〇新規公共交通サービスの検討
　・平方地区の市民が地域団体を設立
　　→新規サービスの導入について検討開始

〇東部地区の交通課題に関する地元協議
　・市民主体で実施している事業についての地元協議

※前回の協議会からの変更箇所にアンダーラインを引いています。

①観光・商工関連団体と交通事業者の連携強化
　〇イベント開催時等に連携
　・必要に応じて協議
②公共交通運賃定額制度の観光施策での活用
　〇１日乗り放題切符などの検討
　・施策２－１．②と合わせて検討する。

「流山おでかけシステム」に
よる観光の活性化

〇MaaS等の新技術について、活性化協議会で情報提供を行う。
　・対象事案が発生した際に御報告ください。「流山おでかけシステム」の

モビリティ改革への対応

議題８


